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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
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目

次

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
の
認
定
取
消
し
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
…
…（
同
）…
�

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
…
…
…
…
…
…

…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
地
域
生
活
支
援
課
）…
�

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
…
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…（
同
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○
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

○
河
川
予
定
地
の
指
定
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…
�

告

示
（
消
）

○
消
防
相
互
応
援
協
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
管
理
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
…
…（
水
道
局
）…
�

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
…
…（
同
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
七
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
九
号
に
よ
り
告
示
し
た
一

団
地
等
の
区
域
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消

し
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

認
定
を
取
り
消
し
た
一
団
地
等
の
区
域
の
地
名
地
番
及
び
取
消
年

月
日

認
定
を
取
り
消
し
た
区
域
の
地
名
地
番

取
消
年
月
日

北
区
赤
羽
台
一
丁
目
一
番
一
、
同
番
九
か
ら

同
番
三
十
六
ま
で
、
二
番
一
、
同
番
二
、
赤

羽
台
二
丁
目
一
番
一
、
同
番
八
、
同
番
十
の

一
部
、
同
番
十
一
、
同
番
十
三
の
一
部
、
同

番
十
四
か
ら
同
番
十
八
ま
で
、
同
番
二
十
四

か
ら
同
番
三
十
ま
で
、
赤
羽
西
一
丁
目
四
百

九
十
八
番
二
、
四
百
九
十
九
番
一
、
同
番
四
、

同
番
五
の
一
部
及
び
五
百
九
十
五
番
五

令
和
三
年
十
月
二

十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

北
区
赤
羽
台
一
丁
目
一
番
九
の
一
部
、
同

番
十
六
、
同
番
十
七
、
同
番
二
十
五
、
同

番
三
十
五
、
赤
羽
台
二
丁
目
一
番
一
の
一

部
、
同
番
二
十
五
及
び
同
番
二
十
六

令
和
三
年
十
月
二

十
九
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
十
月
一
日

付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
供
用
を
開
始
す

る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
及
び
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
東

京
東
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

高
速
湾
岸

二

供
用
開
始
の
区
間

品
川
区
八
潮
三
丁
目
一
番
四
地
先

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
二
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
五
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
河
川
予
定
地
を
指
定
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
令
和
三
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
東

京
都
建
設
局
河
川
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
の
名
称

多
摩
川
水
系
一
級
河
川
三
沢
川

二

河
川
予
定
地
と
し
て
指
定
す
る
区
域

稲
城
市
大
字
坂
浜
字
三
十
八
号
二
千
九
百
四
十
番
二
地
内
、
同

所
同
番
三
、
同
所
同
番
四
地
内
及
び
同
市
大
字
坂
浜
字
三
十
九
号

二
千
九
百
四
十
一
番
二
地
内
（
次
の
略
図
に
表
示
し
た
箇
所
）
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告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
７
号

消
防
組
織
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
２２６号

）
第
３９条

の
規
定
に
基

づ
く
東
京
消
防
庁
と
川
崎
市
と
の
間
に
お
け
る
消
防
相
互
応
援
協
定

の
一
部
を
改
正
す
る
協
定
を
次
の
よ
う
に
締
結
し
た
。

令
和
３
年
１１月

１９日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

東
京
消
防
庁

川
崎

市
消
防
相
互
応
援
協
定
の
一
部
を
改
正
す

る
協
定

東
京
消
防
庁

川
崎

市
消
防
相
互
応
援
協
定
（
昭
和
４３年

８
月
）
の
一
部
を

改
正
す
る
協
定
を
次
の
よ
う
に
締
結
す
る
。

別
表
第
１
東
京
消
防
庁
側
の
応
援
区
域
の
項
中
「
岡
上
」
を
「
岡

上
岡
上
１
丁
目

岡
上
２
丁
目

岡
上
３
丁
目

岡
上
４
丁
目

岡
上
５
丁
目

岡
上
６
丁
目
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
協
定
は
、
令
和
３
年
１１月

２２日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

令
和
３
年
１１月

１１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

川
崎

市

市
長

福
田

紀
彦

公

告

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
決
定
に
つ
い
て

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行

規
程
（
令
和
三
年
東
京
都
条
例
第
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
委
員
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
た
次
の
宅
地
所
有
者
を
委

員
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
十
八
番
十

二
号

京
王
電
鉄
株
式
会
社

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

台
東
区
東
上
野
三
丁
目
十
九
番
六
号

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会

社

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
八
重
洲
二
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

尾
島

雄
三
郎

二

住
所

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
六
番
二
十
一
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

羽
村
市
羽
西
三
丁
目
千
七
百
七
十

七
番
一
及
び
同
番
二

青
梅
市
新
町
五
丁
目
四
番
地
の

八有
限
会
社
シ
ム
ラ

代
表
取
締
役

志
村

將
成

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
三
十
一

番
一
及
び
同
番
二
十

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
北
町
一
丁
目

二
十
九
番
一
号

兼
六
土
地
建
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鍵
市

佳
克

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。
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令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
四
十
一

番
一
の
一
部

港
区
高
輪
三
丁
目
二
十
二
番
九

号タ
マ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

玉
木

伸
弥

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
東
京
市
谷
戸
町
三
丁
目
三
千
百

二
十
七
番
四

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
三
一

〇

株
式
会
社

リ
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
ジ

ャ
パ
ン

池
田

和
洋

千
代
田
区
丸

の
内
三
丁
目

三
番
一
号

令
和
三
年

十
月
三
十

日

一
〇
三
一

一

永
福
産
業

株
式
会
社

宮
崎

瑞
希

江
戸
川
区
北

小
岩
一
丁
目

三
番
三
号

同
日

一
〇
三
一

二

株
式
会
社

オ
ー
ジ
ー

サ
ー
ビ
ス

中
村

洋
介

青
梅
市
新
町

八
丁
目
八
番

地
の
十
三

同
日

一
〇
三
一

三

国
府
津
屋

八
十
川
憲
宗

神
奈
川
県
横

浜
市
戸
塚
区

矢
部
町
七
百

六
十
四
番
地

五

同
日

一
〇
三
一

四

鳥
海
管
工

鳥
海

孝
章

西
多
摩
郡
瑞

穂
町
大
字
殿

ケ
谷
千
七
十

六
番
地

同
日

一
〇
三
一

五

エ
コ
プ
ロ

設
計

保
坂

直
人

大
田
区
中
央

五
丁
目
十
七

番
五
号

同
日

一
〇
三
一

六

リ
ー
テ
ッ

ク
ジ
ャ
パ

ン
株
式
会

社

西
村

吉
史

品
川
区
西
五

反
田
四
丁
目

二
十
二
番
十

二
号
大
川
ビ

ル

同
日

一
〇
三
一

七

パ
レ
ス
フ

ィ
ー
ル
ド

合
同
会
社

宮
田

尚
之

目
黒
区
駒
場

一
丁
目
十
九

番
十
一
号

同
日

一
〇
三
一

八

増
田

忠

志

増
田

忠
志

多
摩
市
豊
ケ

丘
六
丁
目
三

番
地
一－
五

〇
四

同
日

一
〇
三
一

九

Ａ
ｑ
ｕ
ａ

設
備

古
川
原
秀
宝

八
王
子
市
泉

町
千
二
百
七

十
九
番
地
十

一

同
日

一
〇
三
二

〇

株
式
会
社

ア
ミ

池
内

弘
樹

大
田
区
久
が

原
一
丁
目
十

六
番
十
五
号

同
日

一
〇
三
二

一

有
限
会
社

新
和
工
務

店

新
井

大
輔

目
黒
区
碑
文

谷
一
丁
目
十

六
番
二
号

同
日

一
〇
三
二

二

ト
ー
ス
イ

株
式
会
社

柴
田

達
夫

千
代
田
区
平

河
町
一
丁
目

七
番
七
号

同
日

一
〇
三
二

三

ア
ク
ア
プ

ラ
ン
ニ
ン

グ

久
保
田
宏
美

神
奈
川
県
川

崎
市
宮
前
区

土
橋
六
丁
目

九
番
地
八
Ａ

Ｄ
宮
前
平
一

号
館
一
〇
〇

号

同
日

一
〇
三
二

四

東
陽
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ

ン
グ

久
保

浩

青
梅
市
仲
町

二
百
九
十
三

同
日

一
〇
三
二

五

斎
木
ガ
ス

株
式
会
社

齊
木

泰
光

埼
玉
県
ふ
じ

み
野
市
上
福

岡
一
丁
目
四

番
十
二
号

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日
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東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

六
七
八
五

サ
ト
ウ
水

道
サ
ー
ビ

ス

佐
藤

修

八
王
子
市
八

木
町
五
番
一

号

令
和
三
年

九
月
十
五

日

三
九
五
四

松
下
設
備

株
式
会
社

園
田

清
治

新
宿
区
早
稲

田
鶴
巻
町
五

百
三
十
五
番

地

同
月
三
十

日

六
三
五

有
限
会
社

寺
川
工
業

所

寺
川

洋

世
田
谷
区
太

子
堂
一
丁
目

十
二
番
三
十

三
号

同
年
十
月

一
日

八
七
七
六

パ
ナ
ソ
ニ

ッ
ク
コ
ン

シ
ュ
ー
マ

ー
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ

株
式
会
社

宮
地

晋
治

大
阪
府
大
阪

市
中
央
区
城

見
二
丁
目
一

番
六
十
一
号

同
日

一
三
二
九

有
限
会
社

村
上
工
業

所

村
上

正
弘

杉
並
区
井
草

二
丁
目
四
番

五
号

同
月
二
十

日

一
五
三
八

有
限
会
社

岡
工
業
所

岡

徹
郎

杉
並
区
清
水

三
丁
目
十
一

番
十
七
号

同
月
三
十

一
日
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